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　４月は、就職や退職などに伴う異動の多い月です。職場の健康保険に加入してい

る人や、生活保護を受けている人などを除いて、庄原市に住んでいる人は全て、庄原

市の国民健康保険に加入しなければなりません。

　表のような異動があった場合は、市役所への届出が必要です。手続きは、忘れず早

めに済ませてください。

保険証の切り替えは
お済みですか

国保に加入するとき

国保をやめるとき

その他

他市町村から転入したとき

社会保険など職場の健康保険の
加入者でなくなったとき

社会保険など職場の健康保険に
加入者したとき

住所・名前・世帯主が変わったと
き。世帯を一緒にしたり分ける
とき

住所を庄原市においたまま、短
期就労などで住所地を離れ、も
う一枚保険証が必要なとき

修学のため、庄原市を離れ(住民
票を移す)、もう一枚保険証が必
要なとき

国民健康保険証をなくしたとき

他の市町村へ転出するとき

●国民健康保険証
●在学証明書

●転出証明書
※既にある世帯に転入される方で、その世帯
に国保加入者がおられる場合はその保険証

●国民健康保険証

●国民健康保険証

●国民健康保険証

●本人確認できるもの(運転免許証など)

●国民健康保険証
●新たに加入した社会保険などの保険証の
　原本(コピーは不可)

●職場の健康保険の資格喪失証明書
●厚生年金(共済年金)などを受給している
　場合は、年金証書
●既に世帯で国保加入者がいる場合は、その
　保険証

こんなとき 届出に必要なもの
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児童福祉課子育て支援係　鈎0824－73－0051
西城子育て支援センター　鈎0824－82－3003
東城支所保健福祉課　　　鈎08477－2－5131
口和子育て支援センター　鈎0824－89－7070

高野支所保健福祉課　　　鈎0824－86－2114
比和子育て支援センター　鈎0824－85－2608
総領支所市民生活課　　　鈎0824－88－3110
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支援内容 利用時間 利用料金 対象年齢

【集合支援】
土・日、祝日

※希望者6人以上で実施
8時～18時

1日…………2,400円
5時間以内…1,200円

3歳～
小学2年生

【通常支援】
月～金

7時30分～20時 1時間あたり…600円

【通常支援】
土・日、祝日、年末年始

7時30分～20時 1時間あたり…700円

【宿泊支援】 20時～7時30分 1泊…………3,000円

0歳～
小学2年生

利用できる支援内容は次の3通りです。

必要料金の1/3を市が支援します。

●
必
要
に
応
じ
て
一
時
子
ど
も
を

預
か
り
ま
す
。

●
保
育
施
設
へ
の
送
迎
及
び
保
育

開
始
前
や
終
了
後
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も
を
預
か

り
ま
す
。

●
学
校
の
放
課
後
子
ど
も
を
預
か

り
ま
す
。

●
学
校
・
保
育
施
設
の
休
み
中（
春

休
み
・
夏
休
み
・
冬
休
み
）に
子
ど
も

を
預
か
り
ま
す
。

●
軽
い
病
気
・
病
後
の
回
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期
で

保
育
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設
等
へ
の
通
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が
困
難
な

子
ど
も
の
一
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預
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し
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急
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。
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で
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会
員
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３
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庄
原
市
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住
所
を
有
す
る
方
な
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ど
な
た
で
も
登
録
で
き
ま
す
。
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０
歳
か
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小
学
２

年
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で
の
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も
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持
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保
護

者
で
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援
を
受
け
た
い
方
。

●
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供
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…
子
育
て
を
支
援
し

た
い
方
。

●
両
方
会
員
…
依
頼
・
提
供
と
も

に
希
望
さ
れ
る
方
。

●
兄
弟
姉
妹
で
同
じ
提
供
会
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さ
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に
預
か
っ
て
も
ら
っ
た
場
合
は
、

２
人
目
か
ら
半
額
に
な
り
ま
す
。

　
市
で
は
、
子
育
て
家
庭
や
地
域

の
皆
さ
ん
が
気
軽
に
集
い
、
交
流

で
き
る
施
設
と
し
て
、
庄
原
駅
舎

内
に「
庄
原
ひ
だ
ま
り
広
場
」を
開

設
し
て
い
ま
す
。
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曜
日
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曜

日
）
の
午
前
９
時
～
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４
時
ま

で
常
時
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設
し
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ま
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新

年
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か
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は
、
新
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２
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曜

日
の
午
前
中
も
開
設
し
、
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事
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家
庭
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事
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ど
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か
っ
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さ
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と
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え
て
い
ま
す
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２
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30
分

　
　
　
　
　
　（
５
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よ
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施
）
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ひだまり広場で気軽に楽しく交流しませんか


